京都市歴史資料館　所蔵資料の二酸化炭素殺虫処理業務委託　仕様書 (令和８年度)

この仕様書は、京都市歴史資料館における所蔵資料の二酸化炭素殺虫処理業務委託を実施するために必要な事項を定めるものである。この仕様書に記載のない事項については、 受託者と協議して決定する。

1. 委託業務名
京都市歴史資料館所蔵資料の二酸化炭素殺虫処理業務委託

2. 委託期間
契約の日から令和８年１０月３１日まで

3. 委託目的
本業務は、京都市歴史資料館所蔵資料を確実に後世に伝えるために、殺虫・殺卵処理を実施することで、所蔵資料を害虫等から守り、良好な収蔵環境の維持を図ることを目的とする。

4. 委託場所
京都市歴史資料館
京都市上京区寺町通荒神口下る松蔭町１３８番地の１ 

5. 委託業務の実施場所
京都市歴史資料館　研修室（地下１階）

6. 作業期間
令和８年９月３日から令和８年９月２５日　※実際の作業日については、受託者と協議し決定する。 
[bookmark: _Hlk232769464]
7. 業務内容
1 対象物及び範囲
京都市歴史資料館所蔵資料（約 18㎥分）
処理対象物の取扱いは、委託者が行うこと。
処理対象物のテント内への設置方法は、適宜受託者が委託者と協議して決定すること。

2 処理条件
使用薬剤：公益財団法人文化財虫菌害研究所（以下「文虫研」という。）の認定薬剤の「えきたんくん」
保持濃度：空間濃度60％以上、80％未満を保持
処理日数：14日間（平均室温20℃以上を維持）
効果判定：文虫研による供試虫・効果判定書
殺虫効果判定用のテストサンプルを処理空間内の上・中・下の高さの位置に最低３箇所に配置して実施すること。

3 使用薬量
文虫研が発行する「文化財の殺虫・殺菌処理標準仕様書2025 年版」に定める標準薬量値の1.5kg/㎥に相当する薬量とし、空間ガス濃度が「標準仕様書」に定める有効な値を保つよう、ガス濃度を測定して必要な追加投薬を行うこと。

4 処理方法
ア　手法
密閉（包み込み法）で行うこと。処理対象物に直接シートがかからないよう事前に枠を設置した上で、二酸化炭素殺虫処理専用の気密性のあるバック（参考商品：「ふくろうくん」又は同等品以上）、又は　二酸化炭素殺虫用包込シート（エチレン・ビニルアルコール共重合体(EVOH)積層シート）で作成した　　テントを用いて密閉すること。

イ　投薬
二酸化炭素は投入ホースを介する。また、サーキュレータ等を用いて、空間中のガス濃度が均一化する措置を講ずること。

ウ　ガス濃度維持管理
a) 空間内の初期濃度が 60～80％になっていることを二酸化炭素濃度計で確認した後、　　 濃度の推移を計測すること。
b) 投薬の翌日に再度濃度計測を行う。著しいガス濃度低下が確認された場合は、漏洩箇所を確認し、補修すること。有効濃度を下回っている場合は適宜ガス投入を行うこと。
c) 以後、7 日目、14 日目を目安にガス濃度の計測を行い、有効濃度が維持されていることを確認すること。

エ　安全対策
a) 投薬中はシートの溶着部分や配管接続部の漏洩ガス及び投薬作業付近の二酸化炭素の環境濃度を濃度計及び検知管等で測定すること。
b) 二酸化炭素処理中に室内に入室する場合は、事前に二酸化炭素濃度を濃度計又は検知管等で測定し、安全な濃度（許容濃度：5000ppm）であることを確認して入室すること。
c) 投薬、濃度確認、排気開始等の作業時には処理作業場所となる室内の二酸化炭素濃度を確認し、濃度が1.5％以上ある場合は、入室を禁止して、委託者に報告するとともに、室内環境の改善に努める。
d) 二酸化炭素処理中は、文化財に用いられる調湿剤を用いて調湿し、相対湿度の変化を±5％に抑えること。調湿剤は受託者が用意すること。
e) 作業場所の周辺には立ち入り禁止の旨を表示すること。



オ　開放作業
１４日経過後、二酸化炭素の有効ガス濃度が確保されたことを確認した後、排気装置を利用して　　シート内のガスを通風の良い戸外へ強制排気する。作業は排気装置を作動した状態でシートの一部を開き、シート内のガス濃度が0.5％以下になるまで排出し、被覆シートを撤去すること。

カ　作業終了
作業環境が許容濃度以下になったことを確認後、使用資材を撤去し、現状復旧をもって作業終了とする。作業終了後は、包み込みシート、検査機器など処理に伴って使用した機材―切を撒去し現状に復すること。

キ　報告
作業写真、濃度表を含めた業務実施報告書を提出すること。後日、文虫研が発行する効果判定書を提出すること。

8. 業務実施者
1 業務期間中は業務主任担当者を配置すること。
2 二酸化炭素処理作業は２名以上で行い、うち１名を作業監督者とすること。
3 業務に携わる責任者・監督者・作業者は全員以下の資格を有すること。また、保有資格の証明書は、業務着手前に提出すること。

	業務従事者
役割
	人数
	学芸員
	文化財IPM
コーディネータ
	文化財虫菌害
防除作業主任者
	二酸化炭素殺虫処理講習※　　修了者

	業務責任者
	1名
	●
	●
	●
	●

	業務主任
担当者
	1名
	●
	●
	●
	

	作業監督者
	1名以上
	
	●
	●
	●

	作業者
	2名以上
	
	●
	●
	


※使用薬剤の「えきたんくん」製造元である日本液炭株式会社が主催する講習

4 業務従事者は、資格の取得はもとより、実務レベルで文化財資料の殺虫処理を含む資料保存の十分な知識と経験を持ち、教育を受けた者である必要がある。従って、業務従事者全員が正社員であることとし、それを示す書類（健康保険証の写し等）を提出すること。



9. 提出書類
受託者は、オープンカウンターの募集期間内に、経費見積書のほか、次に揚げる書類を提出する。 
1 作業工程表 
2 作業監督者・技術者名簿（各保持資格を明記すること） 
3 資格証等の写し
4 損害保険証の写し
5 処理法の種別（包み込み処理）
6 緊急連絡体制表 

10. 業務完了後の提出書類等
1 受託者は業務完了時に次の書面を速やかに提出しなければならない。 
1 完了届 １部 
2 業務報告書 １部 
3 請求書 １部 
なお、業務実施報告書は、下記にあげる項目を内容に含めること。
委託者名と所在地
受託者名と所在地
処理対象物の名称と所在地及び処理の目的
処理場所の見取り図
処理作業の年月日
技術者名簿（「文化財虫菌害防除作業主任者」等の資格保持者を明記すること）
処理法の種別（包み込み処理）
使用薬剤
使用薬量(総薬量と１㎥あたりの薬量kg/㎥)
投薬方法（追加投薬も含む）
処理時間
処理空間ガス濃度の経時変化表
気象の変化、処理中の温度変化、処理開始前の相対湿度等の記録
作業中及び排気後の環境中ガス濃度表（測定場所の図面を添付すること）
公益財団法人文化財虫菌害研究所の効果判定書（効果判定用テストサンプルを設置した位置を示した図を添付すること）
2 受託者は、その他委託者の求めに応じ、必要な書類を提出しなければならない。

11. 委託料の支払 
委託料は、業務完了後受託者からの請求により支払う。 なお、前金払いは行わない。



12. その他 
1 受託者は、受託後実施直前までに、業務実施に係る打ち合わせを行うこと。 
2 処理作業に使用する機器・機材、消耗品については、受託者が用意すること。 
3 本仕様書に明記していない事項については、文虫研が発行する「文化財の殺虫・殺菌処理標準仕様書2025 年版」や関係法令等を遵守し、安全に配慮して作業するとともに、必要に応じて　受託者と委託者が協議の上で実施することとする。
4 個人情報等の保護 
受託者は、個人情報保護法の遵守はもとより、この委託業務によって知り得た個人情報及び通常秘密とされる館のセキュリティ情報等を、この事業の目的外に使用してはならない。 これは委託期間終了後も同様である。
5 損害賠償 
委託業務の実施に伴い、故意又は過失により収蔵資料に与えた損害は、全て受託者の責任に　おいて賠償すること。
6 この仕様書に定めのないこと又は仕様書に疑義が生じた場合は、受託者は委託者と協議し、その決定に従うこと。




